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平成３０年２月５日 

環 境 リ サ イ ク ル 支地球温暖化対地球温暖化対策担当 

港区内建築物低炭素化推進施策の見直しに寄せられた区民意見について 
 

１ 区民意見募集（パブリックコメント） 

区分 
意見・要望等の数 

条例（案） 施策（素案） その他 計 

（１）郵便、区ホームページ等により寄せられた意見 

 募集期間：令和元年１１月１日～令和元年１２月２日 

 人  数：６人（うち郵送０人、区ホームページ３人、FAX０人、持参３人） 

４件 １０件 ４件 １８件 

（２）説明会での参加者意見 

 開催期間：令和元年１１月１２日～１１月１５日 開催数：３回 

 人  数：７人（１１月１２日：５人、１１月１３日：２人、１１月１５日：０人） 

２件 ６件 ２件 １０件 

計 ６件 １６件 ６件 ２８件 

※件数は、複数の内容を含んだ区民意見を分割した後の件数です。 

 

２ 意見・要望等の反映状況 

対応状況 件数 

① 意見の趣旨を踏まえ、条例（案）又は新施策に反映するもの １件 

② 条例（案）の制定に向けた基本的考え方等の記載で対応することができ、修正の必要がないもの ０件 

③ 
条例（案）の制定に向けた基本的考え方等では記載していないが、既存事業等で対応しており、

修正の必要はないもの 
１件 

④ 条例（案）の制定に向けた基本的考え方等の内容に関する質疑など ７件 

⑤ 区に対する意見・要望として受けたもの １９件 

計 ２８件 

令和２年２月１２日 資料№８ 
区 民 文 教 常 任 委 員 会 
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３ 寄せられた区民意見の内容及び区の考え方等 

No. 意見要旨 区の考え方等 
対応 

状況 

1 
2013年度比 39%減は、事業者数等の変化を含めた数

値か。 

人口・世帯数や建築物の延べ面積の増加等を考慮

して算出しています。 
④ 

2 

CO2 排出量が多い区について、港区の次点から５区

教えて欲しい。また、他区が港区に追随するような

動きはあるのか。今後そのような動きになった際

は、区間で情報交換を行い、統一の様式にするなど、

検討するようにして欲しい。 

オール東京 62 市区町村共同事業「みどり東京・

温暖化防止プロジェクト」温室効果ガス排出量

（推計）算定結果によると、最新の公開データで

ある 2016 年度の CO2排出量について、港区に次

いで多い区は、大田区、江東区、千代田区、新宿

区、世田谷区となります。 

他区が追随する動きは聞いていません。また、今

後、そのような動向になった場合には、対象者の

負担がなるべく抑えられるよう努めます。 

④ 

3 

当社では、大規模開発物件を多く手掛けていること

もあり、都市開発諸制度の動向に関して気になって

いる。 

また、優秀水準を決めるまでの調整過程を聞きた

い。 

新築対策制度において都市開発諸制度活用時の

省エネ基準に変更はありません。 

優秀水準については、事業者への事前ヒアリング

結果や建築や環境に関する専門家と区職員で構

成した技術検討委員会での検討結果から数値を

決めました。達成することが難しいことは認識し

ていますが、開発事業が多い港区において、建築

物の省エネ性能の底上げとそれを牽引する模範

となる建築物を増やしていくことが重要と考え

ており、各開発において可能な限り高い省エネ性

能を目指していただくことを期待しています。 

④ 

4 

新築制度の表示義務について、具体的な目的はある

か。区のアピールなのか。それとも第三者に対する

ものか。 

当該建築物の省エネ性能について、区民等へ

PR・周知してもらうことが目的です。 ④ 
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No. 意見要旨 区の考え方等 
対応 

状況 

5 

新築制度の対象が拡大されると、事前協議のアポイ

ントがとりにくくなり、協議が進まないと事業も滞

る。区側の人員増強などはあるのか。 

事務が滞ることが無いよう、体制について検討し

ます。 ⑤ 

6 

既築制度の報告の届出様式は、国や東京都と合わせ

るなど負担が少なくなるようにしていただきたい。

国や東京都とも情報交換を行い、効率化を図ってい

ただけるとありがたい。 

東京都の制度の対象者は、東京都の様式の写しを

可とするなど、可能な限り提出者の負担を軽減で

きるよう、事務作業の簡略化に向けて東京都と調

整します。 

⑤ 

7 

既築制度の報告は、東京都への提出資料の写しを可

とするようだが、実務的な負担は増えないのか。自

社物件でも都への報告などは外部委託している。 

届出の負担が可能な限り少なくなるように努め

ます。インターネットによる電子申請などの導入

を検討しています。 

⑤ 

8 

既築制度の表彰に関して、アピールシートとは具体

的にどのようなものか。 

既築制度の報告書は、主に数値を報告するもので

すが、アピールシートを用いて数値には表れない

省エネやCO2削減に寄与する具体的な取組等を評

価します。報告様式とは別に、任意のシートとし

て用意する予定です。 

④ 

9 

既築制度の情報開示について、テナント事業者が入

る貸しビルの対応方法を教えて欲しい。 

既築制度の区独自の対象である 300 ㎡以上の事

業所は、建物１棟のエネルギー消費量や CO2排出

量等を公開します。ビルオーナー等の所有者（貸

しビル事業者）が、条例施行の周知期間である１

年間で、テナント事業者に条例の公開義務への理

解と協力を求められるよう、制度を構築するとと

もに、十分な周知を行います。 

なお、東京都の地球温暖化対策報告書制度及びキ

ャップ＆トレード制度の対象であって、区の制度

により届け出た事業所は、東京都の制度に基づき

対応の上、区に届け出た情報を公開していただき

ます。 

④ 
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No. 意見要旨 区の考え方等 
対応 

状況 

10 

事業者に届出内容を開示させることは以下の理由

から、控えていただきたい。 

 事業者の負担 

 賃貸借契約にビルオーナーのホームページ等

で、エネルギー使用量等を開示することになっ

ていなければ、ビルオーナーは、使用量の大小

を含め、分析もできなければ、勝手に回答する

ことができない。条例で規定されているからと

いう理由のみで、テナント側に使用量の開示を

求めることや、協力してもらうことは現実的で

はない。 

 ビルオーナーがエネルギー使用量の開示義務

を負い、１事業所を丸ごとテナントに貸してい

る場合、実際の使用者と所有者が異なってい

る。この場合、ビルオーナーは、テナントに省

エネを条件に貸すわけではないので、エネルギ

ー使用量の削減につながらない。 

 条例で、入居テナント事業者が個別に報告する

ことは、入居部分が１万㎡以上でなければおか

しいと思う。大概、１万㎡未満のテナントが多

いことが考えられ、メーターや区分所有・管理

区画等の関係もあり、テナントが個別に報告す

ることは現実的ではない。 

ご意見を踏まえ、条例の目的が達成できるよう、

所有者であるビルオーナーとテナント事業者に

対する、届出や公開に関する事項を整理し、条文

に規定することで、届出内容の公開を行っていた

だきます。ご理解いただきますよう、お願いしま

す。 

① 
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No. 意見要旨 区の考え方等 
対応 

状況 

11 

新築の非住宅の優秀水準の実現には、最新の省エネ

技術の採用が有効と考えられます。専門的知見に基

づいて最新の省エネ技術を含めて省エネ性能を適

切に評価する方法を導入すべきと考えます。 

省エネルギー性能を把握する手段としては、国交

省公開のプログラムを用いた結果で評価する方

針です。国が未評価技術について将来的にプログ

ラムへ反映することを検討しているため、区独自

の評価方法を用いた場合、国の評価と不一致が発

生し、不公平感が出る可能性があることから、区

独自の評価は行いません。 

最新技術については、表彰の一つの評価項目とし

て専門家等による適切な評価をさせていただき

ます。 

⑤ 

12 

新築の非住宅の優秀水準の評価について、区内には

地域冷暖房が多いことから、建物単体の省エネ評価

だけでなく、地域冷暖房やコージェネレーションシ

ステムによるエネルギーの面的利用による運転効

率の向上など地域での省エネの取組を評価に組み

入れるべきと考えます。 

コージェネレーションシステムは、国交省公開プ

ログラムにおいて評価されます。地域冷暖房の運

転効率については、国交省等が出版している資料

である「エネルギー消費性能計算プログラム（非

住宅版）解説 Ver.2.8（2019年 10月）」の 25頁

に、「「他人から供給された熱（蒸気、温水、冷水）」

の一次エネルギー換算係数については、省エネル

ギー基準の告示別表第 1 において表 1-3-1 のよ

うに規定されており、算出の根拠を明確に示すこ

とができれば、任意の換算係数を使用してもよい

とされている。」と記載があるため、上記プログ

ラムを用いることで、運転効率の向上を区省エネ

基準 ERR（BEI）に反映し評価することが可能で

あると認識しています。 

③ 
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No. 意見要旨 区の考え方等 
対応 

状況 

13 

優秀水準（例：事務所等 ERR40％、住宅 ERR20％）

について、現行の国の WEBプログラムによる計算値

では、最新の省エネ技術を導入しても達成が非常に

困難な状況にある。そういった状況をよく理解いた

だき、過度な指導のないようお願いしたい。 

優秀水準は、区が達成に向けた指導等を行うもの

ではありません。優秀水準は、他の建築物の模範

となる高い目標で、建物用途や規模等により、達

成の可能性が異なることを認識しています。 

なお、最新技術を用いた場合の WEBプログラムの

評価については、IBEC（（一財）建築環境・省エ

ネルギー機構）のコンタクトポイント事務局にお

問い合せください。 

⑤ 

14 

新築住宅の優秀水準について、超高層住宅では、耐

風圧性能を確保した上で優秀水準の強化外皮基準

に適合するためには、外装サッシュ等のコストが増

加します。区内では超高層住宅が多いことから、定

住人口の確保を図る上でも、コスト増に見合う助成

を実施すべきと考えます。 

優秀水準を達成した建築物に対するインセンテ

ィブとして、認定マーク等の評価や表彰を用意す

るほか、区の財政状況等を踏まえ、新たな助成制

度の創設について検討します。 
⑤ 

15 

既築ビルの優秀水準は高い水準であり、達成に向け

て努力している事業者については、優秀水準が達成

できない場合でも、その努力が見える公開にすべき

と考えます。 

区が行う届出内容の公開は、実績数値だけでな

く、取組内容や特記事項（任意記載）等も含む予

定です。なお、表彰は省エネ以外の取組内容も審

査項目とする方向で検討中です。 

⑤ 

16 

既築の評価について、区内には地域冷暖房が多いこ

とから、建物単体の省エネ評価だけでなく、地域冷

暖房やコージェネレーションシステム、面的利用に

よる運転効率の向上など地域での省エネの取組が

見える公開にすべきと考えます。 

⑤ 

17 

既築の評価について、ウエルネス（ＱＯＬ、生産性

等）や地域防災面の貢献などで優れた建築物に対し

ては、省エネ評価に加えてその状況も見える化し、

事業者にもメリットある公開にすべきと考えます。 

⑤ 
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No. 意見要旨 区の考え方等 
対応 

状況 

18 

既築ビルで優秀水準を目指すには、テナントの協力

が不可欠と考えられます。テナントを巻き込んだ継

続的な省エネ運用に向けたグリーンリースの仕組

み作りの支援など、区としてテナントの理解と協力

を得るための施策を実施すべきと考えます。 

国や東京都と協力し、引き続き、テナント事業者

への支援策を検討します。 

⑤ 

19 

新築時に積極的に省エネ対策を実施して一定の省

エネ評価を得た建物については、運用段階で更に省

エネ化することには限界があるため、既築段階の省

エネ目標を低減または免除する制度（卒業制度な

ど）を導入すべきと考えます。また、公開において

は、新築時の省エネ対策の努力が分かるよう工夫す

べきと考えます。 

既築制度の省エネ取組目標である優秀水準は、制

度対象事業所が目指す「目標」であり義務ではな

いため、低減や免除する性質ではありません。 

また、新築時に省エネ対策に努力し、評価を得た

建築物については、既築制度の届出内容の公開の

際に、その努力が見える形の公開方法（新築時の

省エネ性能を併記等）を検討します。 

⑤ 

20 

東京都のキャップ＆トレード制度では、地域冷暖房

の場合、２％分の義務率緩和を受けているものの、

低炭素熱の評価はCO2削減量の50％が上限となって

います。港区の既築制度の優秀水準は、東京都の義

務率に年率１％を上乗せしており、低炭素熱の CO2

削減量の上限を撤廃して評価すべきと考えます。 

東京都キャップ＆トレード制度の対象事業所と、

それ以外の区既築制度の対象事業所では、前者が

都制度による CO2削減等の義務があるのに対し、

それ以外の事業所にはCO2削減等の義務はありま

せん。そのため、区ホームページ閲覧者に対する

見せ方として、不公平とならないよう、優秀水準

の見せ方を工夫します。 

⑤ 

21 

区長が定める省エネ基準、優秀水準については、将

来、技術的進展等に応じて変化する可能性があり、

その設定には高度な専門性が必要になります。その

ため、「区長が省エネ基準、優秀水準を定めるとき

は、あらかじめ専門的知見を有する者の意見を聴く

ものとする。」旨の規定を追加すべきと考えます。 

当該省エネ基準及び優秀水準の設定等について

は、今年度、要綱で設置した、環境や建築に関す

る専門家等で構成する技術検討委員会において

妥当性等を検討した結果となります。今後、見直

しが必要となった際には、同様に検討を行う予定

です。 

⑤ 
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No. 意見要旨 区の考え方等 
対応 

状況 

22 

国の BELSや CASBEE、東京都のトップレベル事業所

など他にも多数認証制度があり、更に区の表示制度

が加わり、かつそれのみが掲示を義務化されるとお

客様にとって混乱のもととなるため、運用にあたっ

ては柔軟な対応を検討願いたい。 

区の環境性能の表示は、建築物のエネルギー消費

性能の表示に関する指針（平成 28 年国土交通省

告示第 489号）及び同指針の一部改正（令和元年

国土交通省告示第 785号）に基づく、自己評価ラ

ベル又は BELSとします。 

掲示方法や場所などを柔軟に対応できるよう、検

討します。 

⑤ 

23 

省エネルギー性能表示は平成 28 年国土交通省告示

第 489 号に「準拠」すると規定されています。「準

拠」の取扱いとして、建築研究所 Webプログラムで

は対象としていない最新の省エネ技術等について

も、専門的知見に基づいて評価に加えるべきと考え

ます。 

省エネルギー性能表示は、平成 28 年国土交通省

告示第 489号に「準拠」することから、WEB プロ

グラムで算出した結果に基づいた表示とします。 
⑤ 

24 

区長が行うことができる支援が技術的支援に限定

されていますが、省エネ基準、優秀水準を満足する

ためには経済的支援も重要になると考えます。補助

金による助成や税制優遇等の経済的支援も可能と

なるように規定を変更すべきと考えます。 

現行の港区地球温暖化対策助成制度の強化・拡充

及び新たな助成制度の創設について検討します。 

⑤ 

25 

資料にあるデング熱など低炭素化と関係はないの

ではないだろうか。 

厚生労働省所管の国立感染症研究所によると、気

温の上昇とデング熱を媒介するヒトスジシマカ

の分布域拡大の関係性が指摘されています。 

そのため、区内の気温上昇の要因となる区内建築

物に対し、低炭素化を推進することで、区民への

影響を最小限にします。 

④ 
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No. 意見要旨 区の考え方等 
対応 

状況 

26 

CO2 の削減に大賛成です。新聞記事を見て、応援し

たくなりました。夏が暑すぎます。台風も強すぎま

す。気候変動のせいに違いありません。 

区は、事業者及び区民等と連携・協働し、区内建

築物を起因とする地球温暖化及びヒートアイラ

ンド現象への対策を講じることで、区民や在勤者

等が、安全・安心かつ快適で健康に過ごせる、低

炭素都市モデルを構築します。 

また、新たな新築・既築制度の効果を最大限引き

出すためには、事業者の理解と協力が不可欠であ

ると考えられることから、罰則に関する規定は設

けず、義務違反者への対応について、勧告や違反

内容の公表等で制度の実効性を確保するように

します。 

⑤ 
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新聞の記事を見て、制度に賛成である。違反者は、

公表するとのことだか、罰則を設けてはどうか。せ

めて、過料の制裁くらいはあった方がいい。 協力

金を廃止するのであるから、なおさらである。 

⑤ 

28 

この度の、区内の建築物における低炭素化施策の推

進に大いに賛同いたします。かねてより、工場等で

の省エネが進展しているのに対して、事務所や住宅

での省エネがなかなか進まない現状を危惧してお

りました。昨今は、巨大台風や大雨、洪水、竜巻な

ど、昔では考えられなかった様な災害が頻発してお

ります。気候変動の問題に対して、今すぐ私たち皆

が主体的に行動を起こさなければ、取り返しがつか

ないことになると感じております。企業本社が多数

集積する港区において、そのような取組を後押しす

る制度が出来ることは、とても意義あることと考え

ます。 

港区の取組が日本の、そして、世界の温暖化対策を

先導していくことを期待いたします。 

⑤ 

 


